
奨学団体名

給付/貸与 給付

支給金額/貸与金額 35,000～70,000円（詳しくはHPをご確認ください）

支給期間/貸与期間 2025年4月～2026年3月の1年間

採用人数 若干名

対象学生の課程・学年 学部生・大学院生

対象学生等応募資格
・特に経済的事由により修学が困難な学生

・2025年4月に大学・大学院・法科大学院生であること。

他奨学団体との重複 当財団における、奨学貸与金との併用はできません。

応募方法 直接財団に申請すること

応募の詳細
財団HPから募集要項や申請書類等を確認してください。

応募締切 ２０２５年１月１５日～２０２５年２月１４日まで

備考

※推薦書は指導教員に依頼してください。

一番上の日付・学長印は、学生支援課で対応しますので空けておいてください。

・「推薦書様式」「申請先へ提出する他の書類（本人や指導教員等の記入が済んでいるも
の）」一式のコピーを学務部学生支援課奨学金担当へお持ちください。※推薦可否の決定に
使用します。提出後は返却しません。

・提出期限の１０日以上前（土日祝含まず）に依頼してください。また、推薦にあたり面談
を実施する場合があります。

問い合わせ先

〒100-0013

東京都千代田区霞が関1-1-3　東京弁護士会内
公益財団法人東京弁護士会育英財団
TEL：03-3581-2208（東京弁護士会財務課）
（e-mail: jyosei＠sunbor.or.jp)

公益財団法人　東京弁護士会育英財団

2025年度各種奨学団体奨学生 募集一覧表（直接民間団体等へ申請する奨学金）の詳細

https://www.toben.or.jp/know/activity/ikueizaidan/scholarship/post_33.html

https://www.toben.or.jp/know/activity/ikueizaidan/scholarship/post_33.html

